
育児・介護休業法の改正のポイント

平成 22年3月作成　リーフレットNo.●

育児・介護休業法が
改正されます!
少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら

働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法が改正されます!

（1）①子育て中の短時間勤務制度及び②所定外労働（残業）の免除の義務化

現　　　行

　３歳までの子を養育する労
働者について、短時間勤務制
度・所定外労働（残業）免除制
度などから１つ選択して制度
を設けることが事業主の義務

改　　正　　後

①３歳までの子を養育する労働者が希望すれば
利用できる短時間勤務制度（１日原則６時間）を
設けることが事業主の義務（※１）になります。（※２）

②３歳までの子を養育する労働者は、請求すれ
ば所定外労働（残業）が免除されます。（※２）

育児休業の後の働き方の
選択肢が広がり、出産後も継続して

就業しやすくなりますね!

①パパ・ママ育休プラス（父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期
間の延長）

○労働者が申し出ることにより、要介護状態（※１）の対象家族（※２）が１人であれば年５日、２人
以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。（※３）

●北海道 011-709-2715 ●東　京 03-3512-1611 ●滋　賀 077-523-1190 ●香　川 087-811-8924
●青　森 017-734-4211 ●神奈川 045-211-7380 ●京　都 075-241-0504 ●愛　媛 089-935-5222
●岩　手 019-604-3010 ●新　潟 025-234-5928 ●大　阪 06-6941-8940 ●高　知 088-885-6041
●宮　城 022-299-8844 ●富　山 076-432-2740 ●兵　庫 078-367-0820 ●福　岡 092-411-4894
●秋　田 018-862-6684 ●石　川 076-265-4429 ●奈　良 0742-32-0210 ●佐　賀 0952-32-7218
●山　形 023-624-8228 ●福　井 0776-22-3947 ●和歌山 073-488-1170 ●長　崎 095-801-0050
●福　島 024-536-4609 ●山　梨 055-225-2859 ●鳥　取 0857-29-1709 ●熊　本 096-352-3865
●茨　城 029-224-6288 ●長　野 026-227-0125 ●島　根 0852-31-1161 ●大　分 097-532-4025
●栃　木 028-633-2795 ●岐　阜 058-263-1220 ●岡　山 086-224-7639 ●宮　崎 0985-38-8827
●群　馬 027-210-5009 ●静　岡 054-252-5310 ●広　島 082-221-9247 ●鹿児島 099-222-8446
●埼　玉 048-600-6210 ●愛　知 052-219-5509 ●山　口 083-995-0390 ●沖　縄 098-868-4380
●千　葉 043-221-2307 ●三　重 059-226-2318 ●徳　島 088-652-2718  

※１短時間勤務制度については、少なくとも「１日原則６時間」の短時間勤務制度を設けることを義務とする予定で
すが、その他にいくつかの短時間勤務のコースを設けることも可能です。

※２雇用期間が１年未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定により対象外とされた労働者は適用除外。 

取得例

現　　　行

　病気・けがをした小学校就
学前の子の看護のための休暇
を労働者1人あたり年５日取得
可能

改　　正　　後

　休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が
１人であれば年５日、２人以上であれば年10日
になります。

（2）子の看護休暇制度の拡充

現　　　行

　父も母も、子が１歳に達する
までの１年間育児休業を取得
可能

改　　正　　後

　母（父）だけでなく父（母）も育児休業を取
得する場合、休業可能期間が１歳２か月に達す
るまで（２か月分は父（母）のプラス分）に延長
されます。
※父の場合、育児休業期間の上限は１年間。母の場合、産後
休業期間と育児休業期間を合わせて１年間

②出産後８週間以内の父親の育児休業取得の促進
現　　　行

　育児休業を取得した場合、配
偶者の死亡等の特別な事情が
ない限り、再度の取得は不可能

改　　正　　後

　配偶者の出産後８週間以内の期間内に、父
親が育児休業を取得した場合には、特別な事
情がなくても、再度の取得が可能となります。

（3）父親の育児休業の取得促進 （4）介護休暇の新設

職場復帰直後の特に大変な時期に父母が
協力して子育てができるようになります!

母　産休

父　育児休業

母　育児休業

出生 8週間 1歳 1歳2か月

○労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦（夫）や育児休業中である場合等の
労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦（夫）家庭の夫（妻）を含
め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。

③労使協定による専業主婦（夫）除外規定の廃止

※１ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする
状態

※２ 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、父母及び子、配
偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

※３ 雇用期間が６か月未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定で休暇を取得できないものとされた労
働者は適用除外。

※４ この介護休暇のほか、現行の介護休業（要介護状態にある対象家族１人につき、要介護状態ごとに１
回、通算して93日まで取得可能）が取得できます。

　妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと又は取
得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律で禁
止されています!

○労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと又は取
得をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均
等法及び育児・介護休業法で禁止されています。
※詳細は下記の厚生労働省ＨＰをごらんください。
　「現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇そ
の他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」

　　　http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html

○育児休業の申出の際には、次の事項を記載した育児休業申出書を事業主に提出して行う
必要がありますのでご留意ください。

○育児休業申出があった場合、事業主は、休業開始、修了予定日等を申出をした労働者に通
知することが必要となります。

○事業主の皆様は、育児休業の取得に必要な手続を就業規則等に定める必要があります。
労働者の皆様は、就業規則等に定められた手続をよく確認してください。

（必ず明らかにする事項）
　①申出の年月日　②労働者の氏名　③申出に係る子の氏名、生年月日及び労働者との続柄
　④休業開始予定日及び休業終了予定日
　 ※その他特定の場合に明らかにしなければならない事項もあります。

※育児休業申出書等のモデル例については下記の厚生労働省ＨＰをごらんください。

　　　http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

育児・介護休業法の内容等、詳しくは最寄りの都道府県労働局雇用均等室までお問い合わせください

施行日までに
各企業において

制度を整備してください!

パパも育児休業をとり、子育てを楽しむ時間が増えると、
子どもにとってもママにとってもプラスです!

　皆様ご存じですか？育児休業の申出の方法は法令で定められています!

○改正法の施行日は、「平成22年6月30日」です。
○ただし、（5）のうち、調停については、「平成22年４月１日」、その他については「平成21年
９月30日」です。
注）常時100人以下の労働者を雇用する企業については、（1）①の短時間勤務制度の義務化、（1）②の所定外労
働（残業）の免除の制度化及び（4）の介護休暇の制度化については、「平成24年6月30日」まで適用が猶予され
ます。

改正育児・介護休業法の施行日

（5）法の実効性の確保

①苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
　育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決
の援助及び調停委員による調停制度を設けます。

②勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は
虚偽の報告をした者に対する過料の創設　
　法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対す
る過料の制度を設けます。

両立支援キャラクター
両立するべえ


